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志木地区衛生組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例に基づく報告 

令和７年１０月 

 

第１編 任命権者からの報告の概要 

 

１ 職員の任免及び職員数に関する状況 

（１）職員の採用の状況 

   令和６年度は、一般行政職１人の職員を採用しました。 

 

（２）再任用職員の採用の状況 

再任用職員とは、高齢者雇用の推進等のため定年退職者等のうち改めて採用され

る職員であり、地方公務員法第２８条の４の規定により採用されるフルタイム勤務

職員と、同法第２８条の５の規定により採用される短時間勤務職員がいます。 

なお、令和６年度の再任用職員の採用は、ありませんでした。 

 

（３）任期付職員の採用の状況 

任期付職員とは、「地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律」に

基づき採用される職員で、フルタイム勤務職員と短時間勤務職員がいます。どのよ

うな場合に採用できるかは法定されており、特定のプロジェクトに係る職などその

終期が明確な職に就ける場合や住民サービスを向上させるために必要とされる場合

などです。 

なお、令和６年度の任期付職員の採用は、ありませんでした。 

（令和６年度） 

 新規採用 再任用 任期付 

一般行政職 ０人 ０人 ０人 

 

（４）職位別任用状況 

令和７年３月末現在、課長補佐相当以上の職への任用の総数は４です。 

令和６年度中における昇任者は、４名です。 

 （令和６年度） 

 部長相当 次長相当 課長相当 課長補佐相当 計 

任用 1（1）人 0（0）人 2（1）人 2（1）人 5（3）人 

昇任 0（0）人 0（0）人 2（1）人 2（1）人 4（2）人 

（注）（ ）内は、女性数であり、内書きです。 
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（５）職員の退職・再就職の状況 

令和６年度における職員の退職及び再就職の状況は、以下のとおりです。   

               （令和６年度） 

 一般行政職 

定年退職 0（ 0 ）人 

勧奨退職 0（ 0 ）人 

自己都合退職 0（ 0 ）人 

その他（死亡、免職、失職） 0（ 0 ）人 

退職者 計 0（ 0 ）人 

再就職者 0（ 0 ）人 

   （注）１「再就職者」とは、退職後に当組合、外郭団体、出資法人などに再就職した者をいい 

ます（（２）の再任用職員を除きます。）。 

       ２（ ）内は、女性数であり、内書きです。 

 

（６）部門別職員数の状況と主な増減理由                 （各年度 4 月 1 日現在） 

   区分 

部門 

職員数（人） 対前年 

増減数 
主な増減理由 

６年度 ５年度 

一般行政部門 11（0） 9（0） 2（0） 

新規職員を採用したこと

や事務局長が着任したこと

など。 

   （注）１ 職員数は一般職に属する職員数であり、地方公務員の身分を保有する休職者、派遣 

職員などを含み、臨時又は非常勤職員を除いています。 

        ２（  ）内は、再任用短時間職員であり、外書きです。 

 

（７）職員数の推移状況（実績）                （各年 4 月 1 日現在） 

   区分 

部門 
令和４年度 令和５年度  令和６年度 令和７年度 

一
般
行
政
部
門 

減員  2 人 1 人 2 人 

増員  0 人 3 人 1 人 

差引  △2 人 2 人 △1 人 

職員数 11 人 9 人 11 人 10 人 

（注）会計年度任用職員を含みません。 
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２ 職員の人事評価の状況 

 人事評価は、職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力及び挙げた業績を把握

した上で行われる勤務成績の評価です。また、任用、給与、分限その他の人事管理の基

礎になるとともに、人材育成の意義も有しており、平成２８年度より本格実施していま

す。 

区分 内容 

対象者 再任用職員を除く全職員 

評価項目 
（１）能力評価：職員の職務上の行動を通じて顕在化した能力を把握 

（２）業績評価：職員が果たすべき職務をどの程度達成したかを把握 

 

３ 職員の給与の状況 

（１）人件費の状況（普通会計決算）                （令和６年度） 

区分 
歳出額 

（A） 

実質収支 

 

人件費 

（B） 

人件費率 

（B/A） 

（参考）５年度 

の人件費率 

６年度 3,314,977 千円 170,295 千円 119,126 千円 3.6％ 3.1％ 

 

（２）職員給与費の状況（普通会計予算）               （令和７年度） 

職員数 

（A） 

給 与 費 1 人当たり 

給与費

（B/A） 
報酬 給料 職員手当 期末･勤勉手当 計 （B） 

11 人 1,614 千円 40,955 千円 11,346 千円 19,364 千円 73,279 千円 6,662 千円 

（注）１ 職員手当には退職手当を含みません。 

    ２ 特別職の給料、報酬などは含みません。 

    ３ 会計年度任用職員を含みます。 

 

（３）職員の平均給料月額、平均給与月額及び平均年齢の状況  

 平均給料月額 平均給与月額 平均年齢 
 

一般行政職 342,100 円 415,321 円 45.0 歳 

 （注）令和 7 年 4 月 1 日現在の給与実態調査に基づくものです。 

        給与とは、給料に諸手当を含めた額です。 



- 4 - 

（４）職員の初任給の状況         （令和 7 年 4 月 1 日現在） 

区 分 初任給 採用 2 年経過給料額 

一般行政職 

大学卒 225,600 円 242,000 円 

短大卒 213,600 円 225,600 円 

高校卒 201,000 円 213,600 円 

 

（５）職員の経過年数別･学歴別平均給料月額の状況（令和 7 年 4 月 1 日現在） 

区 分 経過年数 10 年 経過年数 20 年 

一般行政職 

大学卒 292,400 円 367,600 円 

短大卒 282,500 円 360,000 円 

高校卒 273,300 円 347,400 円 

（注）経験年数とは、卒業後直ちに採用され引き続き勤務している場合は、  

採用後の年数をいうものです。 

 

（６）一般行政職の級別職員数の状況            （令和 7 年 4 月 1 日現在） 

区 分 1 級 2 級 3 級 4 級 5 級 6 級 7 級 8 級 計 

標 準 的 な 職 務 内 容 主事補 主事 主任 係長 課長補佐 課長 次長 事務局長  

職員数 0 人 2 人 2 人 2 人 2 人 2 人 0 人 0 人 10 人 

構成比 0% 20.0% 20.0% 20.0% 20.0% 20.0% 0% 0% 100.0% 

1年前の構成比 9.1% 18.2% 9.1% 9.1% 18.2% 27.3% 0% 9.1% 100.0% 

5年前の構成比 0% 27.3% 0% 27.3% 18.2% 9.0% 18.2% 0% 100.0% 

（注）１ 志木地区衛生組合の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。 

    ２ 標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職名です。  

    ３ 会計年度任用職員を含みません。 

    ４ 構成比については、端数処理の関係により、計と一致しない場合があります。 

 

（７）昇給期間短縮の状況 

令和６年度該当職員は、いませんでした。 
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（８）職員手当の状況                    （令和 7 年 4 月 1 日現在） 

区 分 志木地区衛生組合 国 

期末手当 

勤勉手当 

 期末手当 勤勉手当 

同 

6 月期 

12 月期 

計  

1.25 月分 

1.25 月分 

2.50 月分 

1.05 月分 

1.05 月分 

2.10 月分 

職制上の段階、職務の級等による加算措置有り 

退職手当 

 自己都合 勧奨･定年 

同 

勤続 20 年 

勤続 25 年 

勤続 35 年 

最高限度額 

19.6695 月分 

28.0395 月分 

39.7575 月分 

47.709 月分 

24.586875 月分 

33.27075 月分 

47.709 月分 

47.709 月分 

その他の加算措置 定年前早期退職 2～45%加算 

退職時特別昇給 なし 同 

地域手当 

支給対象地域 全地域 

支給率 9％ 

国の制度（支給率） 9％ 

支給総額（６年度決算） 4,993,788 円 

支給対象職員 1 人当たり平均支給年額 453,980 円 

特殊勤務手当 

区分 全職種 

給料総額に対する比率 0％（６年度） 

職員全体に占める手当支給職員の割合 0％ 

手当の種類（２種類） 
ごみ処理業務に従事する職員及び管理者

が必要と認めた業務に従事する職員 

支給総額（６年度決算） 0 円 

支給対象職員 1 人当たり平均支給年額 0 円 

時 間 外 

勤務手当 

支給総額（６年度決算） 111,005 円 

支給対象職員 1 人当たり平均支給年額 22,201 円 
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（令和 7 年 4 月 1 日現在） 

区 分 内 容 （ 月 額 ） 

扶養手当 

 配偶者             ７級以下  3,000 円（月額） 

                 ８級        0 円（月額） 

 子１人につき               11,500 円（月額） 

父母等１人につき              6,500 円（月額） 

満 16 歳から満 22 歳までの子１人につき 5,000 円（月額）加算 

住居手当  借家、借間 月額 最高限度額 28,000 円（月額） 

通勤手当 

 交通機関利用者 実費                 

 交通用具利用者  

         片道 2～5 km 未満   2,000 円    

         片道 5～10 km 未満  4,200 円       

                  片道 10～15 km 未満  7,100 円       

片道 15～20 km 未満    10,000 円    

 

 

（９）特別職の報酬等の状況             （令和 7 年 4 月 1 日現在） 

区 分 月 額 等 

報  酬 

給  料 

管理者 25,000 円 

副管理者 22,000 円 

常任副管理者  633,000 円 

報  酬 

議長 20,000 円 

副議長 18,000 円 

議員 17,000 円 

期末手当 

管理者 

副管理者 

6 月期 1.9 月分 

12 月期 2.0 月分 

12 月計 3.9 月分 

常任副管理者 

6 月期 2.30 月分 

12 月期 2.30 月分 

12 月計 4.6 月分 

議長 

副議長 

議員 

6 月期 1.9 月分 

12 月期 2.0 月分 

12 月計 3.9 月分 
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４ 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況 

（１）勤務時間の概要 

職員の勤務時間は、一週間当たり３８時間４５分と定められており、原則毎週月

曜日から金曜日まで、８時３０分から１７時１５分までの勤務となります。このう

ち、１２時から１３時までの１時間は、休憩時間となっています。 

 

（２）休暇制度の概要・種類等 

職員の休暇には、年次有給休暇・病気休暇・特別休暇・介護休暇・組合休暇が 

あり、それぞれの概要は、以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

種 類 概 要 
給与支給

の有無 

年次有給

休暇 

労働基準法第３９条の諸規定に従って与えられ、 

１年度につき最高２０日付与され、前年度からの繰

越分を含めると最高４０日まで付与が可能。 

有給 

病気休暇 
公務上の負傷又は疾病の場合、その療養に必要な

期間。上記以外の負傷又は疾病の場合、９０日。 
有給 

特別休暇 

特別の事由により職員が勤務しないことが相当で

ある場合に認められる（種類及び日数は次表のとお

り）。 

有給 

介護休暇 

配偶者、子、職員又は配偶者の父母などの親族で

負傷、疾病又は老齢により２週間以上にわたり日常

生活を営むのに支障がある者の介護をするため、勤

務しないことが相当であると認められる場合、３回

を超えず、かつ通算して６月を超えない範囲内で指

定する期間内において必要と認める期間。 

無給 

組合休暇 

任命権者の承認を得て登録された職員団体の業務

又は活動に従事する場合。１年度につき２０日の範

囲内。 

無給 
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特別休暇の種類及び日数（職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第１４条第２項（抜粋）） 

種 類 日 数 

①選挙権その他公民としての権利を行使する場合 

②裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判

所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場

合 

③出産の場合 

④妊娠中又は出産後１年以内の職員が妊娠又は出産に

関し母子保健法第 10 条に規定する保健指導又は同

法第 13 条に規定する健康診査を受ける場合 

⑤妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑

の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認

める場合 

⑥生後 1 年に達しない子を育てる場合 

⑦生理日における勤務が著しく困難な場合 

⑧忌引きの場合 

⑨配偶者及び父母の祭日の場合 

⑩感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関す

る法律による交通の制限若しくは遮断又は健康診断

の場合 

⑪災害による職員の現住居の滅失又は破壊の場合 

⑫結婚の場合 

⑬妻の出産の場合 

⑭妻が出産する場合であって出産予定日 6 週間前の日

から出産日後 8 週間の期間にある場合において、当

該出産に係る子又は小学校就学前の子を養育する職

員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相

当であると認められるとき 

⑮9 歳に達する日以後の最初の 3 月 31 日までの間にあ

る子を養育する職員が、その子の看護のため勤務し

ないことが相当であると認められる場合 

⑯要介護者の介護その他管理者が定める世話を行う職

員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当で

あると認められる場合 

⑰心身の健康維持及び増進又は家族生活の充実を図る

場合 

⑱地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故

等により出勤することが著しく困難な場合 

⑲地震、水害、火災その他の災害時において通勤途上

における身体の危険を回避する場合 

⑳骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植の

ための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を

実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶

者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植の

ため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹

細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必

要な検査、入院等をする場合 

㉑自発的にかつ報酬を得ないで社会に貢献する活動を

行う場合で、その勤務しないことが相当であると認

める場合 

㉒不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当

であると認められる場合 

①その都度必要と認められる期間 

②その都度必要と認められる期間 

③出産予定日 6 週間（多胎妊娠の場合には 14 週）前

から産後 8 週間を経過するまでの期間 

④妊娠 6 月までは 4 週に 1 回、妊娠 7～9 月までは 2

週間に 1 回、妊娠 10 月～出産までは 1 週間に 1

回、産後 1 年まではその間に 1 回とし、1 回につき

1 日の範囲内でその都度必要と認める時間 

⑤正規の勤務時間の始め又は終りにおいて、1 日を通

じて 1 時間を越えない範囲内でそれぞれ必要と認め

る時間 

⑥1 日 2 回それぞれ 30 分間 

⑦3 日間の範囲内においてその都度必要と認める期間 

⑧配偶者 7 日、血族の父母 7 日、姻族の父母 3 日、血

族の子 5 日、姻族の子 1 日、血族の祖父母 3 日、姻

族の祖父母 1 日、血族の孫 1 日、血族の兄弟姉妹 3

日、姻族の兄弟姉妹 1 日、血族の伯叔父母 1 日、姻

族の伯叔父母 1 日 

⑨それぞれ 1 日 ただし、遠隔に地に赴く必要のある

場合は往復に要する実日数を加算した日数 

⑩その都度必要と認める期間 

⑪1 週間の範囲内においてその都度必要と認める期間 

⑫7 日の範囲において必要と認める期間 

⑬2 日の範囲においてその都度必要と認める期間 

⑭当該期間内における 5 日の範囲内の期間 

 

⑮1 年度において 5 日（9 歳に達する日以後の最初の 3

月 31 日までの間にある子が 2 人以上の場合 10 日）

の範囲内の期間 

⑯1 年度において 5 日（要介護者が 2 人以上の場合 10

日）の範囲内の期間 

 

⑰1 年度の 6 月～10 月までの期間内における原則とし

て連続とする 5 日の範囲内の期間 

⑱その都度必要と認める期間 

 

⑲その都度必要と認める期間 

 

⑳その都度必要と認める期間 

 
 

 

 

 

 

㉑1 年度において 5 日の範囲内で必要と認める期間 

 

 

㉒1 年度において 5 日（当該通院等が体外受精その他

の規則で定める不妊治療に係るものである場合 10

日）の範囲内の期間 
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（３）年次有給休暇の取得状況 

令和６年４月１日から令和７年３月３１日までの職員の年次有給休暇の平均取得

日数は１５日となっており、令和５年度（１６日）と比べて１日減となりました。 

 

（４）育児休業等の取得状況 

育児休業とは、職員が任命権者の承認を受けて、３歳に満たない子を養育するた

め、子が３歳に達する日までの期間を限度として、職務に従事しないことを可能と

する制度です。育児休業をしている期間については、給与は支給されません。 

一方、部分休業とは、職員が任命権者の承認を受けて、小学校就学前の子を養育

するため、１日の勤務時間の一部（２時間を限度）について勤務しない制度で、休

業した期間の給与は、減額されます。 

令和６年度に育児休業又は部分休業を取得した職員は、以下のとおりです。 

（令和６年度） 

          休業の種類 

休業者の内訳 

 育児休業 部分休業 

 うち新規  うち新規 

取得者合計 1 人 0 人 0 人 0 人 

 

 

うち女性 0 人 0 人 0 人 0 人 

うち男性 1 人 0 人 0 人 0 人 

 

（５）時間外勤務の状況 

令和６年度における一般職員の月当たり平均時間外勤務時間は、0.8 時間となっ

ております。令和５年度は、3.8 時間でした。 

なお、四半期ごとの時間外勤務の職員１人当たりの月平均時間状況は、以下のと

おりです。 

                                          （令和６年度） 

第 1 四半期 

（4～6 月） 

第 2 四半期 

（7～9 月） 

第 3 四半期 

（10～12 月） 

第 4 四半期 

（1～3 月） 
四半期平均 

0.6 時間 0.5 時間 1.0 時間 1.0 時間 0.8 時間 
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５ 職員の分限及び懲戒処分の状況 

（１）分限処分の状況 

分限処分とは、公務能率の維持を目的に職員を処分するもので、制裁的意味合い

はありません。令和６年度に分限処分を受けた職員は、１人でした。 

（免職０人、降任０人、休職１人） 

①降任、免職の状況                                 （令和６年度） 

事由 

種類 

勤務成績が良く

ない場合 

心身の故障のため職務

遂行に支障がある場合 

その職に必要な 

適格性を欠く場合 

廃職又は過員を 

生じた場合 
計 

降 任 0（0）人 0（0）人 0（0）人 0（0）人 0（0）人 

免 職 0（0）人 0（0）人 0（0）人 0（0）人 0（0）人 

   （注）（ ）内は、令和５年度の人数を示します。 

   ②休職の状況                                   （令和６年度） 

病気休職 刑事休職 計 

1 人 0 人 1 人 

 

（２）懲戒処分の状況 

懲戒処分とは職員の義務違反に対する道義的責任を問い、秩序を維持する制裁的

処分です。令和６年度に懲戒処分を受けた職員は、いませんでした。 

（免職０人、停職０人、減給０人、戒告０人）  

 

６ 職員の服務の状況 

（１）職員の守るべき義務の概要 

地方公務員法第３０条は、服務の根本基準として、「すべて職員は、全体の奉仕

者として公共の利益のために勤務し、かつ、職務の遂行に当たっては、全力を挙げ

てこれに専念しなければならない。」と規定しています。この根本基準の趣旨を具

体的に実現するため、同法は、職員に対し、法令等及び上司の職務上の命令に従う

義務（同法第３２条）、信用失墜行為の禁止（同法第３３条）、秘密を守る義務

（同法第３４条）、職務に専念する義務（同法第３５条）、政治的行為の制限（同

法第３６条）、争議行為等の禁止（同法第３７条）、営利企業等の従事制限（同法

第３８条）など、服務上の強い制約を課しています。 

 

（２）職務専念義務免除の状況 

職員は、法律又は条例に特別の定めがある場合のほかは、その勤務時間及び職務

上の注意力のすべてをその職責遂行のために用いなければなりません（地方公務員

法第３５条）。ただし、「職務に専念する義務の特例に関する条例」により、研修

を受ける場合や厚生事業に参加する場合に任命権者の承認を得て、職務専念義務が
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免除されることがあります。 

令和６年度における承認件数は、以下のとおりです。 

 

区 分 件数 

厚生に関する計画の実施に参加する場合 １件 

その他任命権者が定める場合 １件 

 

（３）営利企業等従事の許可状況 

職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする会社等の役員を兼ね

たり、報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならないとされていま

す（地方公務員法第３８条）。任命権者の許可の基準は、「職員の営利企業等の従

事制限に関する規則」に定められています。 

令和６年度における許可件数は、ありませんでした。 

 

７ 職員の研修の状況 

令和６年度に参加した研修は、以下のとおりです。 

研修名 受講者数 研修日数（延べ） 

彩の国さいたま人づくり広域連合階層別基本研修

（課長級） 
２人 ２日 

彩の国さいたま人づくり広域連合階層別基本研修

（課長補佐級） 
２人 ２日 

彩の国さいたま人づくり広域連合階層別基本研修

（中級） 
１人 ２日 

彩の国さいたま人づくり広域連合階層別基本研修

（新規採用職員） 
１人 ３日 

彩の国さいたま人づくり広域連合階層別選択研修

（地方公務員法 A 基本編） 
１人 １日 

彩の国さいたま人づくり広域連合階層別選択研修

（人を動かす施策のための経済学的アプローチ） 
１人 0.5 日 

共済事務補助研修 １人 0.5 日 

公会計研修 １人 １日 

人材確保と活力ある組織づくりセミナー ２人 0.5 日 

 

８ 職員の福祉及び利益の保護の状況 

（１）福利厚生制度の概要 
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職員の共済制度は、地方公務員法第４３条に基づいて定められた地方公務員等共

済組合法によって具体的に定められています。共済制度を運用し、実施する主体は

埼玉県市町村職員共済組合です。 

共済組合では、組合員である職員とその家族の病気・ケガ・出産・死亡等に対し

て必要な給付を行う「短期給付事業」、職員の退職・障害・死亡に対して年金又は

一時金の給付を行う「長期給付事業」、健康の保持増進事業や住宅資金の貸付けな

どの「福祉事業」の大きく分けて３つの事業を行っています。 

 

（２）福利厚生制度に係る志木地区衛生組合の負担状況 

共済組合の事業を運営する費用は、組合員である職員の掛金と使用者である志木

地区衛生組合の負担金によって賄われています。志木地区衛生組合の負担金の率は

法定されており、令和６年度は 174,880 円（保健経理のみ）の負担金を支出しまし

た。 

 

（３）公務災害の発生状況 

公務災害補償制度は、職員が公務上の災害（負傷、疾病、障害及び死亡）又は通

勤による災害を受けた場合に、その災害によって生じた損害の補填（補償）と、被

災職員の社会復帰の促進及び職員・遺族の援護を図るために必要な事業（福祉事

業）を行うことを目的としています。具体的には、地方公務員法第４５条に基づい

て定められた地方公務員災害補償法によって定められています。 

令和６年度の公務災害又は通勤災害と認定された件数は、ありませんでした。 
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第２編 公平委員会の業務の状況 

 

１ 勤務条件に関する措置の要求の状況 

令和６年度に判定を行った案件は、ありませんでした。 

また、継続となっている案件もありません。 

 

２ 不利益処分に関する審査請求の状況 

令和６年度に審査請求案件は、ありませんでした。 

また、継続となっている案件もありません。 


